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２０２３年１０月３０日

２０24年度公務労協情報 №１ 公務公共サービス労働組合協議会

第21回総会で｢良質な公共サービスの実現と必要な人員の

確保、賃金労働条件の改善をはかる｣方針を決定－10/27

公務労協は、10月27日17時から、都内で第21回総会を開き、2024年度活動方針

を決定し、新役員体制を確立した。

総会の冒頭、あいさつに立った川本

議長は「公務労協は2003年10月の結成

から20年が経過をすることとなった。

振り返れば政権交代における労働基本

権を巡っての対応、東日本大震災をは

じめとする多くの自然災害からの復旧

復興、加えて、この３年半は新型コロ

ナウイルス感染症拡大への対応等、非

常に厳しい環境の中での20年間であっ

た。その中で、公務公共サービスを担

う労働組合として、全国各地で国民や

住民の信頼に応えてきたと思う。とりわけ、新型コロナウイルス感染症が世界的な非

常事態となる中で、公務公共サービスこそが国民の命と暮らしを守り安心と安全を支

える基盤であるということや、公務公共の果たすべき役割の重要性が市民に再確認さ

れ、公務員の存在意義が見直される機会となった。

このような中、公務労協は良い社会を作る公共サービスキャンペーンに取組み、キ

ャンペーンの一環として災害やコロナを含む今後の課題について復興庁と総務省へ要

請等を行ってきた。また、改めて、公務公共サービスを支える私たち自身が財源のあ

り方についても考え、議論してきた。さらに、公務員制度改革と労働基本権の問題に

ついては、世論喚起の一環として、コロナ禍の危機における消防救急現場の課題と、

2024年のILO総会における日本の労働基本権問題の審議を視野に入れつつ、消防職員

の団結権獲得に向けた取組を強めるということを意思統一し、先般国際シンポジウム

を連合主催で開催してきた。2018年、ILO総会基準適用委員会から、日本政府に対し

て、公務員の労働基本権問題を解決するための期限付きの行動計画を社会的パートナ

主催者を代表してあいさつする川本議長
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ー、つまり私たち公務労協と共同して策定するということを求められてから５年が経

過をした。しかし、今日、政府は私どもとして見れば言い訳としか取れない報告だけ

をしてきているのが現状である。国際社会からの指摘に対して改めて鎖国的な対応を

とっていいはずはない。シンポジウムの中でITUC-APの吉田書記長からは、世界の標

準ではないということは国の恥だということをしっかりと受け止めてもらう必要があ

るのではないか、との発言もあった。今後、引き続き労働側のスポークスパーソンに

対してしっかりと働きかけをするとともに、ITUCや連合とも連携をしながら、来年20

24年のILO総会に向けて何としても日本案件の個別審査に向けて取り組んでいかなけ

ればならないと考えている。

他にも本格的なキャッシャレス化が進められる中で紙幣、通貨事業をいかに守り、

発展させていくのかという課題をはじめ、独立行政法人における裁量、自主性、主体

性の確保も大きな課題である。また、郵政グループの持続・発展に向けた様々な課題

についてJP労組ともしっかり連携をするなど、多岐にわたる職場の課題を公務労協全

体で共有化し考えていく必要がある。

10月20日から第212臨時国会が始まった。今日の予算委員会でも、防衛費の増額、

少子化予算、少子化対策の強化、賃上げが取り上げられている。この間、公務労協が

繰り返し経験してきた、国の財源が厳しいときには、公務公共サービス労働者が犠牲

にされてきた歴史を忘れてはならない。改めて、公務労協の役割として、しっかりと

公務員の労働条件に関わる政治からの介入を排除する取組に全力を挙げていかなけれ

ばならない。本日の総会で公務労協構成組織が一丸となって闘う決意を改めて固める

ことを強く期待する」と、運動への結集を呼びかけた。

次に来賓あいさつとして清水連合

事務局長は「日頃より連合運動への

ご理解とご協力をいただいているこ

とに感謝を申し上げたい。連合は10

月５～６日に定期大会を開催し、2024、

2025年度の運動方針と役員体制を確

立した。2023春季生活闘争では1993

年以来の高水準となる賃上げが実現

し、その流れを受けて2023年度の国

家公務員の給与について人事院勧告

が行われた。引き続き、各自治体に

おける人事委員会勧告に基づく秋季闘争の確定状況を見据えるとともに、開会中の臨

時国会での早期の給与法改正を求めていく。物価高騰が続き、日々の生活が苦しいと

の声は、民間・公務の区別なく、全ての労働者の切実な思いであり、連合の第１回中

央執行委員会では2024春季生活闘争の基本構想について、経済社会のステージの転換

を着実に進めるため賃上げ分として３％以上、定期昇給相当分を含めて５％以上の賃

来賓あいさつする清水連合事務局長
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上げを目標とした。「以上」という言葉を使ったのは2015年以来であり、2024年度は

2023年度を受けて、継続的に来年も再来年も賃上げが続くようにという意味を込めて

いる。日本全体で賃金が上昇し、経済が活性化する好循環を構築するために2024春季

生活闘争へのみなさまの取組の強化をお願いしたい。今週24日、連合は公務労協とと

もに、今後の感染症対策と公務員の労働基本権を考える国際シンポジウムを開催した。

国民のニーズに応え、良質な公共サービスを維持し続けるためにも、公務員の労働基

本権を回復し、労働者が責任を持って労働諸条件や行財政運営を話し合える、そうい

った自律的な労使関係制度を確立することが重要だ。連合は、公務労協とともに国内

はもとより、ILOやITUCなど国際的な取組を継続していく。結びに、公務労協の新た

な活動方針と役員体制が満場一致で確認され、運動の益々の発展を期待する」と、述

べた。

その後、①2023年度の取組経過と2024年度活動方針、②2023年度会計決算報告、

③2023年度会計監査報告、④2024年度予算と分担金の各議案が満場一致で採択された。

2024年度の活動方針では、①社会的な危機を契機とし、今こそ、質と量の拡充をは

じめとする良質な公務公共サービスの実現に向け、その重要性と普遍性を社会的にあ

らためて喚起するとともに、そのあり方を再構築するための活動を強化する、②最前

線の現場では、私たちの仲間が、国民の信頼と期待に応えるべく、高い使命感と責任

感を持って懸命の努力を重ねているが、増大する業務量に見合った要員が恒常的に不

足し、長時間労働が蔓延するなど厳しい状況は改善されていないことから、職員が安

心し安全に働くことのできる職場環境の整備や、必要な人員の確保、賃金・労働条件

の改善をはかることに重点を置く、③具体的には、構成組織間で共通する政策課題の

実現主体であるとともに対政府等との交渉主体としての性格を有する公務労協は、国

家公務員の使用者たる性格と地方自治体及び独立行政法人・政府関連公益法人等の職

員の勤務条件等に重大な影響力を有する政府に対し、関係府省・人事院等との間にお

ける交渉・協議を最重視した対応をはかることとする、④賃金・労働条件をはじめと

する諸課題に係る政治対策については、政党と労働組合との性格や目的の違いを踏ま

えつつ、交渉主体としての責任を果たす観点から、要求実現に向け広範な政党への対

応に留意していく。

具体的取組として、①良い社会をつくる公共サービスキャンペーン、②公務員制度

改革と労働基本権の確立、③独立行政法人及び政府関連公益法人等の事業運営と労使

・労働関係の確立、④賃金・労働条件の確保・改善、⑤高齢者雇用施策の推進、⑥女

性活躍の推進と男女共同参画社会の実現、等を展開することとしている。

最後に、2024年度新役員(別紙)を選出した後、団結がんばろうで終了した。

国家公務員関係部会、地方公務員部会もそれぞれ総会を開催
同日、国家公務員関係部会、地方公務員部会の総会がそれぞれ開かれ、年間活動方
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針等を決定し、新役員を選出した。
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（別紙）

公務労協2024年度役員

2023年10月27日第21回総会

議 長 石 上 千 博（自治労委員長）

副 議 長 瀧 本 司（日教組委員長）

武 藤 公 明（国公連合委員長）

中 村 恭 士（林野労組委員長）

事 務 局 長 森 永 栄（国公連合）

副事務局長 高 柳 英 喜（自治労）

加 藤 達 夫（日教組）

会 計 監 査 岩 倉 朋 視（全水道）

鈴 木 茂 之（全印刷）

運 営 委 員 伊 藤 功（自治労書記長）

（☆は企画調整委員） 山 木 正 博（日教組書記長）

☆ 荘 司 真佐人（国公連合書記長）

☆ 村 上 彰 一（全水道書記長）

佐 瀬 善 美（日高教書記長）

鳴 川 康 也（林野労組書記長）

☆ 戸 口 剛（全印刷書記長）

西 卓 也（自治労連書記長）

戸 川 順 司（全造幣書記長）

安 達 正 美（ＪＰ労組書記長）


